
 知多市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和７年３月２６日                     

                        知多市長 宮 島 壽 男  

知多市規則第３号 

 

   知多市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 知多市印鑑条例施行規則（昭和６３年知多市規則第１０号）の一部を別紙のとお

り改正する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

  



 



別紙 

（下線部分は改正箇所） 

改正後 改正前 

（印鑑登録回答書の持参等） （印鑑登録回答書の持参等） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 条例第４条第２項に規定する印鑑登録回答書を持参する者は、健康保

険の資格確認書、健康保険の被保険者証又は同条第４項第１号に規定す

る書類を提示しなければならない。 

２ 条例第４条第２項に規定する印鑑登録回答書を持参する者は、健康保

険の被保険者証又は同条第４項第１号に規定する書類を提示しなければ

ならない。 

３ （略） ３ （略） 

第３号様式（第７条関係） 第３号様式（第７条関係） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ この回答書を持参する際には、必ず回答書を持参する者の健康保険

の資格確認書、健康保険の被保険者証、官公署の発行した本人の写真

が貼付された免許証等のうちいずれか１点と次のものを添えてくださ

い。 

第１号及び第２号 （略） 

（注意事項） 

１ （略） 

２ この回答書を持参する際には、必ず回答書を持参する者の健康保険

の被保険者証、官公署の発行した本人の写真が貼付された免許証等と

次のものを添えてください。 

 

第１号及び第２号 （略） 

 


